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５ その他 

１．整備・維持管理（生活道路）の手法・事例等  

■地元要望に関する手続きフローについて 

 

 

 

 

  

住民

班長、住民の

要望

 ①　要望書の受付

各担当課

 ②　要望内容の確認

各担当課　

　【必要に応じて現地調査】

 ①　要望の内部検討

 ②　事業実施

　　 　立ち会いをお願いする

　　 　場合があります。）

各担当課

　 　（ 自治会長さん等に

 ①　要望書（写）の受理

　　関係する他地区自治会長と協議

　へ回答書送付

各担当課

要望の回答書作成

協働まちづくり課（１２月末まで）

各担当課の回答書取りまとめ

　　12月末までに自治会長、自治会連合会長

　③　自治会内で内容を再確認し、

　　を配付し、対応依頼

 ②　担当課へ要望書の（写）

　⑤　要望書の作成・提出

　　住民の方と要望内容の合意を得る

　　地元の中での施工(対応）希望の

　④　必要に応じ、自治会連合会長や

　　順位を決める協働まちづくり課

４月の袋井市自治会長・

 自治会連合会長会議で説明

自治会・自治会連合会市

　①　要望事項の現地確認

　②　要望場所の地権者及び近隣の

協働まちづくり課

Ｒ元年度 自治会要望回答
建設課 1,370 件

2020/2/28現在

係 名
受付

件数
ア イ ウ エ オ カ キ ク

管理係 4 1 0 1 0 1 1 0 0

維持係 919 184 54 197 299 16 157 0 12

道路係（うち評価21件） 67 2 16 0 12 12 0 0 25

河川係 5 0 0 0 4 0 0 0 1

維持・道路係 3 0 0 0 0 1 0 0 2

管理・維持係 372 53 69 146 5 11 64 0 24

合 計 1,370 240 139 344 320 41 222 0 64

1,819件（2.28時点）

対応状況
ア 既に対応しました

イ 本年度対応します

ウ 来年度以降の対応で検討します

エ 今後事業実施の方向性を検討します

オ 対応はできかねます

カ 県又は国へ副申（要望）します

キ 対応方法の検討・調査中です
ク その他
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■「生活道路」の整備について 

今後の整備は、「基本方針」の考 え方に基づいて、「協働によるみちづくり事業」の

内容充実を図り、効率的な整備が進められるよう、解決に至るプロセスと整備 方法を地

域と共に考える ように改めます。 

具体的には、「 人間重視」の空間を念頭 に置き、自転車、自動車 などがそれぞれ遠

慮なく、快適・ 安全に通行・走行できる ような道路空間の整備を 進めていきます。整

備方法では、地 域との事前調整を経て、 目指すべき基本的な幅員 での拡幅や局部改

良、速度抑制な どの規制・誘導による交 通安全対策、まちのルー ルづくりである「地

区計画」など、 これまでより幅広く、か つ複数の方法から、起き ている課題やニーズ

に合った柔軟な 整備方法を選択できるよ う進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆「生活道路」 の整備フロー 

「協働によるみちづくり事業」（ P57 参 照 ）  

地 区 計 画  
(道 路 計 画 の 位 置 づ け ) 

（ P59 参 照 ）  

一 定 の 幅 員  
に よ る 拡 幅  

（ P58 参 照 ）  

「地元要望」のヒアリングや現地確認  

既存道路内で整備する維 持修繕  

簡 易 な 局 部 改 良  
交 通 安 全 施 設 の 設 置  

舗 装 打 ち 替 え  等  

「地元要望」提出  

市道拡幅要望のうち対象 路線 生活道路整備 評価にて選出 

局 部 改 良    
交 通 安 全 対 策  

(本 編 P31・ 35 参 照 )  
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■協働によるみちづくり事業  

 「協働によるみちづくり事業」は、地域 が主体となり、開催形式並びに参 加対象者、

人数等を調整し、市が支援して進めていきます。自 治会等から提出された要望 路線は、

「生活道路整備 評価」により「事 業化準備路線」が選出され、地域の課題やニ ーズの解

決のため、地域と共に考えるワーク ショップを積み重ね、整備方法や設計、用地提供な

どの合意を経て 、「事業化決定」・「取 り止め」のいずれかが選 択されます。 

「事業化決定」し ますと、４年目には市で測量・調査・設計を行い、その 成果である

事業計画につい て地域へ報告いたします 。その後、地域 では、市へ道路予定 地の所有権

移転手続きと支 障となる物件撤去を進め ていただき、市で は、それらの完了 が確認され

次第、道路工事を行います。事業完了までの期間は 、要 望路線の工事規模（面積・延⾧・

構造物の種類）や地域の協力具合にもよりますが、目標としては要望書提出か ら５年目

に工事着手でき るよう進めていきます。  

 「取り止め」にな りますと、以後、同様の要望が提出されても、取り止め に至った経

緯が地域で改善 されるまで受け付けいた しません。 

 

◆スケジュール （イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
自治会要望提出期間

生活道路評価 事業化準備路線決定
解決に向けての話し合い

合意形成に向けての話し合い

整備方法決定・取り止め 事業化決定・取り止め 事業計画報告
● ● ● ●

説明会
概略設計 測量・調査・設計

用地の所有権移転手続き、物件の撤去

工事着手
●

１年目 ２年目 ４年目 ５年目３年目

工事着手協働によるみちづくり事業（地域と共に考える期間）地元要望提出→ヒアリング、現地確認 事業着手
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■「生活道路」の目指すべき基本的な幅員について  

生活道路として 目指すべき基本的な幅員 は、下表の考え方に基づ き、それぞれ幅員

と道路構成を「 協働によるみちづくり事 業」にて決定します。 

なお、生活道路の整備は、市道 認定路線を対象とし、地域の調整事項 としては、用地

の寄付や支障物 件の自主撤去、支障電柱 の民地への移転同意があ ります。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

道 路 幅 員 の 設 定 の 考 え 方  用 途                
地 域  

目 指 す   
幅 員  道 路 構 成 （ 内 訳 ）  

歩 行 者 ・ 自 転 車 等 が 優 先 さ れ る 道 路 。  
道 路 内 で の ク ル マ の す れ 違 い は 原 則 と し て  
待 避 所 で 行 う （ 設 置 は 任 意 と し ま す ） 。  
緊 急 車 両 の 通 行 と 建 築 基 準 を 考 慮 す る 。       
ク ル マ の 日 当 た り 交 通 量 は 100 台 未 満 を 想 定 。  
（ イ メ ー ジ で は ピ ー ク 時 ５ 分 弱 で １ 台 程 度 ）  

―  4.0ｍ  
路 肩 -車 線 -路 肩            

0.5-3.0-0.5         
車 道 幅 員 ４ ｍ 道 路  

歩 行 者 ・ 自 転 車 等 が 優 先 さ れ る 道 路 。  
車 道 は １ 車 線 、 幅 員 3.0ｍ を 設 け る 。  
歩 行 者 や 自 転 車 が い な け れ ば 、 路 肩 を 利 用 し 、  
ク ル マ と ク ル マ の す れ 違 い が 出 来 る 。      
ク ル マ の 日 当 た り 交 通 量 は 500 台 未 満 を 想 定 。  
（ イ メ ー ジ で は ピ ー ク 時 １ 分 で １ 台 程 度 ）  

外  5.0ｍ  
路 肩 -車 線 -路 肩        

1.0-3.0-1.0          

内  6.0ｍ  
路 肩 -車 線 -路 肩        

1.5-3.0-1.5        

【 対 象 路 線 】すでに市道認定されている道路                                                      
【地域の調整事 項】①関係者の合意 

②用地の寄付 
③支障物件の所 有者か、自治会による自 主撤去 
④支障電柱の民 地への移転同意 
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■地区計画 ～じっくり、ゆ っくりとまちづくり ～  

◆地区計画とは 、 

 地区計画は、 昭和 55 年(1980 年)にできた都市計画制度の 1 つで、地区レベ ルのま

ちづくりを可能 とする制度です。具 体的には、地区の目 標や将来像（地区計 画の方針）

や用途地域ごと の決まりに加えて、建物を新築・増築・改築する際のルール を決めるこ

とができます。  

   

◆地区計画に定 めることができるルール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「道路計画」 を位置づけることで、  

地区計画は、地域（地権者等）によりその 案を作成し、それに対し市が都市計 画法に

基づき都市計画 決定をしていきます。この地区計画の中で は、将来道路とする 配置や幅

員を位置づける ことができます。位置づけた道路計画は、都市計画法により担 保するこ

ととなることか ら、地 域の意思を表現するうえで非常に有効（重要）なものとなります。 

地区計画を適用 した際には、道路 整備の優先順位が高くな るほか、地域全体 で考えた

計画 と な るこ と から 整備 さ れ た 際 に は住 みや す く 、災 害 に強 いま ち を 形成 す るこ とが

できます。 

 

  

定 め る こ と が で き る ル ー ル (例 )  
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■今後の維持管理について 

今後、「予防保全型」と「事後保全型」の管理 方法については、道路の位置 づけによ

り管理方法を定 め、計画的かつ効率的な 維持管理を進めます。 

道路舗装におい て「 予防保全型」とする道路は、「道路網基本計画 」にお いて定める

主要幹線道路、幹線 道路、補助幹線道路のうち、大型自動 車交通量が１日１方向 250 台

以上ある道路と し、これら以外の道 路は、舗装の劣化が 遅く、構造的な損傷 が少ないも

のと考えられる ため、引き続き、従来通り の「事後保全型」を主体とし、舗 装が損傷し

た段階で修繕を 行います。ただし、「事後保全型」とした路線のうち 、都市計画道路に

ついては、比較 的自動車交通量が多いた め、優先的に維持管理を 行います。 

橋梁において「予防 保全型」とする橋は、「 道路網基本計画」において定め る主要幹

線道路、幹線道路、補助幹線道 路に架かる橋梁について 優先順位を付し、維持管理を行

います。それ以外 の橋梁は、引き続き、従来通りの「事後保全型」を主体 とした維持管

理を行います。ただし、平成 25 年の道路法改正により義務付けられた５年 に１回の近

接目 視 等 によ る 点検 の結 果 に よ り 、 早期 措置 段 階 に達 し たも のに つ い ては 優 先的 に維

持管理を行いま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆道路舗装・ 橋梁の維持管理フロー   

道路網基本方針図への位置づけ 

 

あり なし 

【 次 の 条 件 を 満 た す も の 】  
● 道 路 舗 装  

… 大 型 交 通 量 250 台 /日 方 向 以 上 の 道 路  
● 橋 梁  

… す べ て の 橋  
 

左 記 の 条 件  
を 満 た さ な
い も の  

※ た だ し 、事 後 保 全 型 と し た 路 線 の う
ち 、都 市 計 画 道 路 に つ い て は 比 較 的
交 通 量 が 多 い た め 、 優 先 的 に 補 修 ・
修 繕 を 実 施 す る 。  

予防保全型 

事後保全型 
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２．SDGｓとの関係性  
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３．本方針の策定体制  

本方針の策定に あたっては、庁内検討委員会・幹事会による調査・検討をはじめ、市

議会 や 都 市計 画 審議 会か ら 意 見 を 聴 取す るな ど 、 次に 示 す体 制に よ り 策定 作 業を 進め

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■策定体制（案）

市 ⾧  

現 状 調 査 ・ 分 析 、 課 題 抽 出 、 関 連 計 画 ・ 施 策 と の 整 合 、 本 方 針 の 策 定 に 係 る 業 務 等  

庁内検 討組織  

目 的  
道 路 に 関 す る 調 査 ・ 検 討 及 び 関 係 施 策 の
調 整 、道 路 網 図 見 直 し 、整 備・維 持 管 理 の
基 本 方 針 検 討 ・ 策 定 等  

構 成 員  
 委 員 ⾧ ： 都 市 建 設 部 ⾧  
 ： 都 市 建 設 部 技 監  
 委  員：企 画 政 策 課 ⾧ 、財 政 課 ⾧ 、協 働 ま

ち づ く り 課 ⾧ 、危 機 管 理 課 ⾧ 、産
業 政 策 課 ⾧ 、都 市 整 備 課 ⾧ 、建 設
課 ⾧ 、 都 市 計 画 課 ⾧ 等  

 

目 的  
委 員 会 の 補 佐 、計 画 に 関 す る 調 査・検 討
及 び 関 係 施 策 の 調 整 、 道 路 網 図 見 直 し 、
整 備・維 持 管 理 の 基 本 方 針 検 討・策 定 等  

構 成 員  
 幹 事 ⾧ ： 都 市 計 画 課 ⾧  
 委  員：企 画 係 ⾧ 、財 政 係 ⾧ 、交 通 政 策

係 ⾧ 、協 働 推 進 室 ⾧ 、危 機 政 策
係 ⾧ 、企 業 誘 致 係 ⾧ 、産 業 労 政
室 ⾧ 、街 路 係 ⾧ 、道 路 係 ⾧ 、維
持 係 ⾧ 、ま ち づ く り 計 画 室 ⾧ 等  

協 議  
報 告  

検討“委 員会” 
検討“幹 事会” 

関係機 関等 (県・市町 ) 市 議 会  市   民  都 市 計 画 審 議 会  

必 要 に 応
じ 調 整  

協 議  
報 告  

協 議  
報 告  

パ ブ リ ッ ク  
コ メ ン ト  

■策定体制 
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